
答申第 270 号 

 

                                                  平成 17 年７月 25 日  

 

 

神 奈 川 県 教 育 委 員 会            

委員長 平 出 彦 仁 殿 

 

 

                                       神奈川県情報公開審査会              

                                       会 長  堀 部 政 男 

 

 

 

   行政文書公開請求拒否処分に関する不服申立てについて（答申） 

 

 

 平成 13年 12月 27日付けで諮問された全国体育施設研究協議大会の文書等一

部非公開の件(諮問第 215 号)について、次のとおり答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 審査会の結論 

（１）平成 11 年度及び同 12 年度県立体育センターの旅費に係る執行伺票及び

支出命令票のうち、職員の給料表は、公開すべきである。 

（２）全国体育施設研究協議大会に係る文書一切（平成 11 年度分）のうち、物

品・看板・印刷物等の作成を受注し納品した業者及び会議室の使用を認め

た特定の財団法人等の振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口座

番号及び口座名義人の名称は、公開すべきである。 

 

２ 不服申立人の主張要旨 

（１）不服申立ての趣旨 

   不服申立ての趣旨は、神奈川県教育委員会（以下「教育委員会」という。）

が、平成 13 年 11 月 22 日付けで、平成 11 年度及び同 12 年度県立体育セン

ターの旅費に係る執行伺票及び支出命令票並びに全国体育施設研究協議大

会に係る文書一切（平成 11 年度分）（以下「本件請求文書」と総称する。）

を一部非公開とした処分（以下「本件処分」という。）の取消しを求める、

というものである。   

（２）不服申立ての理由 

   不服申立人の主張を総合すると、次のとおりである。 

ア 教育委員会は、本件請求文書に神奈川県情報公開条例（以下「条例」

という。）第５条第１号及び第２号に該当する部分があるとして、一部

非公開決定をしたが、本件処分は条例違反であり、不服申立人の権利及

び利益を侵害している。 

イ 個人の情報が記載されている行政文書であっても、条例第１条及び第

２条で定める公開を求める権利を尊重して、個人の情報がみだりに公に

されない配慮をすることにより、原則に戻って個人の情報も公開する義

務がある。 

ウ 条例第 12 条に定める第三者の意見を求めることなく公開請求権を排

除することは条例違反であり、個人の情報の公開も広く行われるべきで

ある。 

エ 実施機関は、本件処分に基づく行政文書の公開を原本で行うべきであ
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る。 

 

３ 実施機関（教育庁体育センター）の説明要旨 

  実施機関の説明を総合すると、次のとおりである。 

（１）本件行政文書について 

   本件請求文書のうち一部非公開部分のある文書（以下「本件行政文書」

という。）の名称及び非公開情報は、次表のとおりである。 

文書の名称 非公開情報 

職員の職員番号、職員の給料表、職員の級・号給 

体育センター運営協議会委員名簿の委員の住所及び電話番号

並びに学校体育実技指導者講習会受講者名簿の年齢（以下「本

件委員等の住所等」と総称する。） 

平成 11 年度及

び同 12 年度県

立体育センタ

ーの旅費に係

る執行伺票及

び支出命令票 
生涯スポーツ指導者研修セミナーにおける講師の振込先口座

の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号及び口座名義人

の名称（以下「本件講師口座情報」と総称する。） 

実行委員、講師及び司会の住所並びに講師の謝金並びに実行委

員会の代理出席者の氏名（以下「本件実行委員等の住所等」と

総称する。） 

請求書・領収書等に記載された法人担当者の氏名又は印影並び

に宅配便の届出先及び取扱者の氏名（以下「法人担当者等の氏

名等」と総称する。） 

全国体育施設

研究協議大会

に係る文書一

切（平成 11 年

度分） 
物品・看板・印刷物等の作成を受注し納品した業者及び会議室

を有料で貸し出した特定の財団法人等（以下「本件法人」と総

称する。）の振込先口座の金融機関名、支店名、預金種別、口

座番号及び口座名義人の名称（以下「本件法人口座情報」と総

称する。） 

（２）一部非公開部分について 

ア 本件行政文書のうち、次に掲げるものは、特定の個人が識別されるこ

とから、条例第５条第１号本文に該当し、同号ただし書のいずれにも該

当しないため、非公開とした。 

（ア）職員の職員番号、職員の給料表及び職員の級・号給 

（イ）本件委員等の住所等 

（ウ）本件講師口座情報 

（エ）本件実行委員等の住所等 

（オ）法人担当者等の氏名等 

イ 本件行政文書のうち、本件法人口座情報は、公開することにより法人
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の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、

条例第５条第２号本文に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しない

ため、非公開とした。 

 

４ 審査会の判断理由 

（１）審査会における審査方法 

当審査会は、本諮問案件を審査するに当たり、神奈川県情報公開審査会

審議要領第８条の規定に基づき委員を指名し、指名委員は、不服申立人か

ら口頭による意見を聴取した。その結果も踏まえて次のとおり判断する。 

（２）条例第５条第１号該当性について 

条例第５条第１号は、情報公開請求権の尊重と個人に関する情報の保護

という二つの異なった側面からの要請を調整しながら、個人を尊重する観

点から、個人に関する情報を原則的に非公開とすることを規定している。  

ア 条例第５条第１号本文該当性について  

（ア）条例第５条第１号本文は、「個人に関する情報であって、特定の個人

が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別するこ

とはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそ

れがあるもの」（以下「個人情報」という。）を非公開とすることがで

きると規定している。 

したがって、同号本文は、明白にプライバシーと思われる個人情報

はもとより、プライバシーであるかどうか不明確であるものも含めて

非公開とすることを明文をもって定めたものと解される。 

（イ）本件行政文書に記載された次の情報は、個人に関する情報であって、

特定の個人が識別され、又は識別され得る情報であることから、同号

本文に該当すると判断する。 

ａ 職員の職員番号、職員の給料表及び職員の級・号給 

ｂ 本件委員等の住所等 

ｃ 本件講師口座情報 

ｄ 本件実行委員等の住所等 

ｅ 法人担当者等の氏名等 
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イ 条例第５条第１号ただし書該当性について 

（ア）条例第５条第１号本文に該当する情報であっても、同号ただし書ア

からエまでに該当するものは、公開するとされている。 

（イ）前記ア（イ）ａからｅまでに掲げる情報は、同号ただし書アの法令

等の規定により何人にも閲覧等が認められている情報又は同号ただし

書エの人の生命、身体等を保護するため、公開することが必要である

情報とは認められないので、同号ただし書ア又はエのいずれにも該当

しないと判断する。 

（ウ）条例第５条第１号ただし書イ該当性について 

ａ 職員の給料表は、職員に支給する給与の額を決定するために、職

員の職種に応じて定められているもので、旅費執行における旅費の

算定の前提となるものである。この職員の給料表は、特定個人の所

得を推測できる情報ではなく、また、当該職員がどの職種の職員と

して採用されたかは、県民に対する説明責任から明らかにすべき情

報と解される。したがって、職員の給料表は、慣行として公にする

ことが予定されている情報と認められるので、同号ただし書イに該

当すると判断する。 

ｂ 前記ア（イ）ａからｅまでに掲げるその余の情報は、慣行として

公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められな

いので、同号ただし書イには該当しないと判断する。 

（エ）条例第５条第１号ただし書ウ該当性について 

ａ 職員の職員番号は、職員の人事・給与等の管理に関して個人を識

別するために使用される情報であるとともに、個人の神奈川県採用

年度等を推測することができる情報である。また、職員の級・号給

は、容易に取得し得る他の情報と照合することにより、特定個人の

所得を推測できる情報である。したがって、職員の職員番号及び職

員の級・号給は、公務員の情報ではあるが、当該公務員個人の私的

な情報というべきであり、公務員の職及び当該職務遂行の内容に係

る情報とは認められず、同号ただし書ウには該当しないと判断する。 

ｂ 前記ア（イ）ａからｅまでに掲げるその余の情報は、公務員の職
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及び当該職務遂行の内容に係る情報とは認められないので、同号た

だし書ウには該当しないと判断する。 

（３）条例第５条第２号該当性について 

ア 条例第５条第２号本文該当性について 

（ア）条例第５条第２号本文は、「法人その他の団体（国及び地方公共団体

を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の

当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は

当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

るもの」は非公開とすることができると規定している。 

（イ）当審査会が確認したところ、全国体育施設研究協議大会に係る文書

一切（平成 11 年度分）には、本件法人が受注し納品した代金や会議室

使用料の振込先として本件法人口座情報が記載されていることが認め

られる。 

   したがって、本件法人口座情報は、法人等の取引先金融機関におけ

る口座に関する情報であり、法人等に関する情報であると認められる。 

しかしながら、法人等の取引先金融機関における口座に関する情報

は、知らせるべき相手を限定して管理をしていると認められない場合

には、これを公開することにより、当該法人等の正当な利益を害する

おそれはないものと考えられる。そこで、本件法人口座情報の管理状

況について検討する。 

（ウ）本件法人は、大会プログラム等の印刷、看板作成、物品等の販売を

行う一般的な業者や会議室を有料で貸し出す財団法人等であり、その

業務態様を見ると、不特定多数の者が顧客となり、代金を振り込むこ

とが通例であり、特定の顧客に限って本件法人口座情報を知らせる特

段の事情は認められないことから、本件法人は、不特定多数の者が本

件業者口座情報を知ることを容認しているものと考えられる。 

   したがって、本件法人口座情報は、これを公開することにより、本

件法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある

と認められないので、条例第５条第２号本文に該当しないと判断する。 

（４）その他 
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ア 不服申立人は、個人情報であっても、条例第１条及び第２条で定める

公開を求める権利を尊重して、個人情報がみだりに公にされない配慮を

することにより、原則に戻って個人情報も公開する義務があると主張し

ている。 

しかしながら、条例第５条第１号は、本文で明白にプライバシーと思

われる個人情報はもとより、プライバシーであるかどうか不明確である

ものも含めて非公開とし、同号ただし書アからエまでに該当するものに

限って例外的に公開することを明文をもって定めたものと解されるこ

とから、不服申立人の主張は認められない。 

イ 不服申立人は条例第 12 条に定める第三者の意見を求めることなく、公

開請求権を排除することは条例違反であると主張しているが、条例第 12

条第１項は任意的な機会付与を規定したものであり、また、本諮問案件

は同条第２項には該当しないことから、不服申立人の主張は認められな

い。 

ウ 当審査会は、行政文書の公開請求に対する諾否決定の当否について実

施機関から意見を求められているのであり、前記２（２）エの不服申立

人の主張については、意見を述べる立場にない。 

 

５ 審査会の処理経過 

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 
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別 紙 

 

審 査 会 の 処 理 経 過                

 

年 月 日       処 理 内 容           

 平成 13 年 12 月 27 日 ○諮問 

平成 14 年 １月 11 日 ○実施機関に非公開等理由説明書の提出を要求 

        ２月 １日 ○実施機関から非公開等理由説明書を受理 

       ２月 ６日 ○不服申立人に非公開等理由説明書を送付 

  平成 17 年 ５月 ９日 

      （第 46 回部会） 
○審議 

            ５月 24 日 ○指名委員により不服申立人から意見を聴取 

            ６月 ６日 

      （第 47 回部会） 
○審議 
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神奈川県情報公開審査会委員名簿 

                                             

 氏    名 現    職   備   考 

 

金 子 正 史 

 

 

 同  志  社  大  学  教  授  
会長職務代理者 

部  会  員 

 

沢 藤 達 夫 

 

 

 弁 護 士 （ 横 浜 弁 護 士 会 ）                 

 

鈴 木 敏 子 

 

 横 浜 国 立 大 学 教 授                

 

 

竹 森 裕 子 

 

 

 弁 護 士 （ 横 浜 弁 護 士 会 ）                

 

部  会  員 

 

玉 巻 弘 光 

 

 

 東 海 大 学 教 授               
 

 

 

千 葉 準 一 

 

 

 首 都 大 学 東 京 教 授 
 

 

 

堀 部 政 男 

 

 

 中 央 大 学 教 授               
会     長 

（部会長を兼ねる） 

                （平成 17 年７月 25 日現在）（五十音順） 
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